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1．労働災害、交通事故及び公衆災害の発生を防止するとともに、心身の健康の
保持増進を図る。

2．当社の企業活動に携わるすべての人々は互いに協力し、安全衛生活動に積極
的に取り組む。

3．労働安全衛生に関連する法令並びに当社の安全衛生関係諸規程及び工事安
全衛生計画を遵守する。

4．当社の『労働安全衛生マネジメン卜システム』に従い、その措置を適切に実施
する。

　私たちは人命尊重を原点とし、安全衛生水準の向上を図り「健康で安全な安
心して働くことができる職場環境」を構築し維持するため、次の活動を積極的
に展開していく。

代表取締役社長　植　木　義　明

安全衛生方針

Ⅰ. 安全衛生目標
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1．労働災害、交通事故及び公衆災害の発生を防止するとともに、心身の健康の
保持増進を図る。

2．当社の企業活動に携わるすべての人々は互いに協力し、安全衛生活動に積極
的に取り組む。

3．労働安全衛生に関連する法令並びに当社の安全衛生関係諸規程及び工事安
全衛生計画を遵守する。

4．当社の『労働安全衛生マネジメン卜システム』に従い、その措置を適切に実施
する。

　私たちは人命尊重を原点とし、安全衛生水準の向上を図り「健康で安全な安
心して働くことができる職場環境」を構築し維持するため、次の活動を積極的
に展開していく。

代表取締役社長　植　木　義　明

安全衛生方針

Ⅰ. 安全衛生目標
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Ⅱ. 労働災害防止の重点実施事項
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Ⅱ. 労働災害防止の重点実施事項
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●お互いに“なまえ”で呼び合うことにより、他職間
の協調性を向上し、仲間を危険から守るという一
体感を高揚させる。

●危険状態に気づき、自分と仲間の不安全行動や
不安全な状態を回避する。

１．ひと声相互注意活動

●職場内に５Ｓ活動を定着する事で、快適な職場環
境を確保する。

●ヒューマンエラーの12分類に起因するリスクを
低減する。（特に不慣れ､危険軽視･慣れ､不注意､
近道･省略行動への対策）

●作業効率を向上させて、工事全体の安全状態を
確保する。

２．5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
　　　　　　レベルアップ活動

３．現場点検巡視改善活動
●不安全行動や危険状態を見逃さず、気づく感性
の向上を目指す。

●作業の手順やルールの確認を的確に実施し、不
具合を改善する。

●危険な状態又は、問題のある状態の“見える化”
を実践する。

Ⅲ. 労働災害防止の三大活動



－	5	－

注）１．安全衛生教育、特別教育等は、本店・現場・協力会社の要請により随時実施　２．現業部門の階層別安全教育は、各部門の計
画による　３．現業部門・安全環境部連絡会議（随時開催）　４．新潟本店・東京本店安全協議会の活動、教育は別途実施
５．月の色はワイヤーロープ点検色を示す

Ⅳ. 安全衛生の行事･教育等の予定

●お互いに“なまえ”で呼び合うことにより、他職間
の協調性を向上し、仲間を危険から守るという一
体感を高揚させる。

●危険状態に気づき、自分と仲間の不安全行動や
不安全な状態を回避する。

１．ひと声相互注意活動

●職場内に５Ｓ活動を定着する事で、快適な職場環
境を確保する。

●ヒューマンエラーの12分類に起因するリスクを
低減する。（特に不慣れ､危険軽視･慣れ､不注意､
近道･省略行動への対策）

●作業効率を向上させて、工事全体の安全状態を
確保する。

２．5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
　　　　　　レベルアップ活動

３．現場点検巡視改善活動
●不安全行動や危険状態を見逃さず、気づく感性
の向上を目指す。

●作業の手順やルールの確認を的確に実施し、不
具合を改善する。

●危険な状態又は、問題のある状態の“見える化”
を実践する。

Ⅲ. 労働災害防止の三大活動
月 安全衛生重点活動・行事 安全衛生教育等

４ ● 墜落・転落災害防止強調月間
● 安全衛生計画説明会（社員／協力会社）
● 新入社員安全衛生教育

５
● 重機災害防止強調月間
● 春の全国交通安全運動（5/11～20）

● 安全衛生計画説明会（協力会社）

６
● 全国安全週間準備期間（6/1～30）
● 安全大会(6/26)

７
● 全国安全週間（7/1～7）
● 夏期災害防止強調期間（7/8～8/31）

８

● 夏期災害防止強調期間（～8/31）
● 電気使用安全月間（経済産業省）
● 墜落・転落災害撲滅キャンペーン
　（8/1～9/10）建災防

９
● 全国労働衛生週間準備期間（9/1～30）
● 秋の全国交通安全運動（9/21～30）

● 安全担当者会議・研修会

10
● 全国労働衛生週間（10/1～7）
● 秋のUSD交通事故防止運動（10/8～31）

● 新入社員安全衛生教育

11
● 特定自主検査強調月間
● 火災防止月間

12
● 建設業年末年始労働災害防止強調期間
　　　　　　　　　　　　　（12/1～1/15）

● JR工事管理者（在）安全教育訓練（新潟）

１
● 建設業年末年始労働災害防止強調期間
　　　　　　　　　　　　　　　（～1/15）
● 冬のUSD交通事故防止運動　（1/16～2/15）

２
● 冬のUSD交通事故防止運動（～2/15）
● 転倒災害防止月間

● 安全担当者会議・研修会
● JR工事管理者（在）安全教育訓練（長野）

３
● 建設業年度末労働災害防止強調月間
　　　　　　　　　　　　　　　（3/1～31）
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Ⅴ. 具体的労働災害防止対策
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１．ヒューマンエラーに起因する労働災害の防止

１．１作業所及び協力会社実施項目

ａ）労働災害防止の三大活動の確実な実施
ｂ）リスクを低減した作業方法、代替品への変更、作業設備機械等の改善
ｃ）RKY活動に基づく作業箇所の安全確認と即時是正、気づき力の向上	
ｄ）手順を遵守し、不安全行動をさせない安全教育の実施
ｅ）作業所長、職長・安全衛生責任者による現場巡視の徹底
ｆ）身体機能低下などを考慮した高齢者の適正配置と作業環境の改善
ｇ）年少者、未熟練者、外国人労働者に対する教育と適正配置の実施
ｈ）転倒、腰痛を想定したKY実施
ｉ）危険な場所、状態が分わかる「見える化」した仕組みを構築し、「ムリ」「ムラ」「ムダ」の低減
を推進

ｊ）作業開始前・作業変更時の一人KY（※自問自答カードＰ25掲載）の実施
ｋ）３H（初めて・変更・久しぶり）作業の事前準備と監視

表　ヒューマンエラーと労働災害発生要因
建設現場での重要度を
加味した12分類 労働災害発生要因 対策

１：無知、未熟練、不慣れ

・無知、未経験等により危険が予知できないため起
こる災害
・未熟練の場合、判断ミスを犯しやすいため起こる
災害
・熟練者でも新たな現場では経験不足となり起こる
災害

ア

２：危険軽視、慣れ ・「この程度なら大丈夫」と思って作業した際、起こ
る災害 ウ

３：不注意 ・作業に集中し、安全には不注意になり起こる災害 イ

４：連絡不足 ・作業指示などが正確に伝わらず、起こる災害 ア

５：集団欠陥 ・工期厳守が目標となり安全がおろそかになり起こ
る災害 ア

６：近道、省略行動 ・面倒な手順を省略し、効率的に作業を進めようと
して起こる災害 イ

７：場面行動 ・１点に集中すると周囲のことが見えずに行動し起
こる災害 イ

８：パニック ・パニックになると脳が正常に働かず、ミスして起
こる災害 ア

９：錯覚 ・見間違い、聞き違え、忘れ、思い込みにより起こ
る災害 イ

10：高年齢者の心身機能低下 ・加齢に伴う心身機能低下により起こる災害 ア

11：疲労等 ・疲労等がもたらす注意力低下により起こる災害 ア

12：単調作業による意識低下 ・単調反復作業が意識レベルを低下させ起こる災害 イ

※分類番号２，３，６（太字）は災害発生要因となった割合が高かったもの

ヒューマンエラー
対策

ア 原因を踏まえた現場の安全管理、安全教育の実施

イ 原因を踏まえた安全設備の充実

ウ 作業員の自主的な安全活動の促進（RYK活動・ひと声相互注
意活動等）

Ⅴ. 具体的労働災害防止対策
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２．墜落・転落による労働災害の防止

２．１　作業所実施項目：管理面
ａ）「墜落・転落災害防止に関するガイドライン」（植木組）（※Ｐ18掲載）に基づく作業計画の作成
ｂ）施工計画検討会で抽出された問題事項に対する改善策を、作業所で作成する作業計画及び変更時
計画に反映

ｃ）作業計画作成の際、「足場」は高さに関わらず組立図を作成するよう指導
ｄ）協力会社が作成した作業手順書の作業方法に対する墜落・転落災害発生の可能性、重大性の低減
処置・指導の実施

ｅ）足場組立等の作業開始前、組立・変更後、悪天候後の点検及び記録の保存
ｆ）脚立の単独使用は原則禁止
ｇ）新規入場者教育での現場状況・現場特有のルール等の周知
ｈ）安全教育の計画・実施及び協力会社が実施する安全教育に対する指導及び支援
ｉ）作業場所に合った墜落制止用器具（以下、安全帯と記載）の使用状況の確認と指導
ｊ）フルハーネス型安全帯の使用に配慮した取付設備の設置
ｋ）鉄骨組立作業において親綱の使用が必要とされる作業の際、二丁掛け安全帯の使用徹底指示と確
認

２．２　作業所実施項目：不安全状態・行動の排除
ａ）足場、開口部等からの墜落防止設備の設置
（作業床・手すり・幅木・安全ネット・親綱・誘導標識等）

ｂ）安全な作業通路の確保及び昇降設備の設置
ｃ）移動足場・可搬式作業台の適正使用の指示及び確認
ｄ）脚立の単独使用の許可判断と適正使用の指示及び確認
ｅ）各作業エリア及び作業が輻輳する箇所での具体的な整理整頓の指示と確認
ｆ）点検及び巡視による危険箇所の早期把握と即時是正
ｇ）墜落時保護用保護帽着用の指導
ｈ）梯子等は三点支持で安全昇降

２．３　協力会社実施項目：管理面
ａ）送り出し教育及び新規入場者教育での現場状況・現場特有のルール等の周知
ｂ）墜落・転落災害防止に関する法規制及び「墜落・転落災害防止に関するガイドライン」（植木組）
（※Ｐ18掲載）に基づく作業の実施

ｃ）作業手順書の作成と危険リスクの評価と対策の確実な実施
ｄ）脚立の単独使用の原則禁止と単独使用の許可申請、使用方法の周知・確認
ｅ）足場始業前点検、組立・変更後、悪天候後の点検及び記録の保存
ｆ）「足場組立て等作業従事者特別教育」修了者の配置
ｇ）特別教育が必要な作業には「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」修了者の配置
ｈ）作業場所に合った安全帯等の適正な使用状況の確認と指導
ｉ）フルハーネス型安全帯の取付設備への適正な使用状況の確認と指導

２．４　協力会社実施項目：不安全状態・行動の排除
ａ）職長・安全衛生責任者等適格者による安全点検（作業開始前・随時・悪天候後の作業再開前）の
実施及び記録の保存と墜落危険箇所の即時是正

ｂ）職長・安全衛生責任者による作業方法・手順等の適切な指示及び実施状況の確認
ｃ）足場、型枠、鉄骨等作業主任者の選任と直接の作業指揮
ｄ）手すり、囲い等取り外す場合の元請への確認及び作業終了後の即時復元と報告
ｅ）移動足場・可搬式作業台の取扱いルールに沿った使用の徹底
ｆ）脚立の単独使用の原則禁止と単独使用時の使用許可証の確認と適正使用
ｇ）墜落時保護用保護帽の着用
ｈ）５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）による、作業区間・作業動線・通路の確保
ｉ）鉄骨組立て作業において親綱の使用が必要とされる作業の際、二丁掛け安全帯の使用徹底指示と
確認

ｊ）梯子等は三点支持で安全昇降
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３．重機・クレーン・運搬車両による労働災害の防止

３．１　作業所実施項目：管理面

ａ）「重機等安全作業ガイドライン」（植木組）（※Ｐ22掲載）に基づく作業計画の作成
ｂ）施工計画検討会で抽出された問題事項に対する改善策を、作業所で作成する作業計画及び変更時
計画に反映

ｃ）作業計画に基づく、機械の選定・配置、有資格者の配置、作業手順等の確認及び改善の指示
ｄ）混在作業における作業間の連絡調整
ｅ）悪天候時の作業中止基準遵守
ｆ）新規入場者教育での現場状況・特性・現場特有のルール等の周知
ｇ）安全教育の計画、実施及び協力会社が実施する安全教育に対する指導及び支援
ｈ）バック・サイドモニター、センサー等設置された車両系建設機械の積極的活用

３．２　作業所実施項目：不安全状態・行動の排除

ａ）持込機械の承認と使用機械の点検・是正状況の確認
ｂ）作業計画に基づく、機械の選定・配置、有資格者の配置、作業手順等の確認
ｃ）各作業エリア及び作業輻輳部での具体的な整理整頓指示と確認
ｄ）接触防止対策として、旋回範囲内等立入禁止区域の設定、明示と合図の統一
ｅ）重機等の用途外使用の禁止
ｆ）移動式クレーン等脚部の地盤状況の確認及び安全確保
ｇ）玉掛け作業の３・３・３運動の実施指示と確認（※Ｐ10掲載）
ｈ）グーパー運動の実施指示と確認（※Ｐ10掲載）

３．３　協力会社実施項目：管理面

ａ）作業計画に基づいた作業手順書・重機作業計画書の作成と実施
ｂ）送り出し教育での作業計画・作業手順の周知
ｃ）「重機等安全作業ガイドライン」（植木組）（※Ｐ22掲載）に基づく作業の実施
ｄ）オペレーターによる重機等作業計画書（運搬車両を含む）の作業前確認と作業中の携行
ｅ）持込機械の定期・特定自主検査（年次・月次）実施状況の確認と報告
ｆ）作業開始前の運転者、玉掛者及び誘導員による合図方法の確認と実行
ｇ）職長・安全衛生責任者による作業状況の点検、確認及び指導
ｈ）バック・サイドモニター、センサー等設置された車両系建設機械の積極的活用

３．４　協力会社実施項目：不安全状態・行動の排除

ａ）持込機械の定期・特定自主検査（年次・月次）の実施
ｂ）持込機械、玉掛け用具等の始業前点検の実施と不良品の排除
ｃ）適格な玉掛けワイヤロープ及び吊り具の使用
ｄ）ブーム・アウトリガー未格納警報装置が付いた車両積載型トラッククレーン（ユニック車）の使
用促進

ｅ）移動式クレーン等脚部の地盤状況の確認及び安全確保
ｆ）玉掛け作業の３・３・３運動の徹底（※Ｐ10掲載）
ｇ）重機等の用途外使用の禁止
ｈ）運搬車両への鉄板・土砂等の過積載禁止
ｉ）５Ｓによる、作業区画・作業動線・通路の確保
ｊ）重機作業エリア付近での合図・誘導と指差し呼称確認の実施
ｋ）やむを得ず重機作業エリアに立ち入る際のグーパー運動の実施（※Ｐ10掲載）
ｌ）作業手順や用具の変更を安易に行わない
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【参考：３・３・３運動】

玉掛け作業を行った際の玉掛けの不備による荷崩れ、作業者への荷の激突を防止するため、以下の通りに
巻き上げを行う。

①玉掛け後、荷から３ｍ以上離れる。
　　※荷の玉掛け者、他の作業者への激突を防止する。
②微動巻き上げで３０㎝程度地切りを行い、一旦停止する。
③停止した状態で３秒間、荷の安定を確認する。
　　※荷の安定に異常があれば、再度荷を下ろしてから玉掛けし直す。
　　※荷振れを抑えるためには介錯ロープを使用し、荷に直接触れないようにする。

【参考：グーパー運動】

重機が稼働している作業エリアは原則立入禁止となるが、やむを得ず立ち入る場合は以下の手順で重機作
業を一時中断する。

①立入者はパーの手を掲げ、重機の運転者に立入る意思のあることを伝える。
②運転者はパーの手を掲げている立入者の姿を認めた場合は作業を一時中断し、安全な状態で重機の運転
を一時取りやめる。
※バックホウはバケットを地面に置き、安全レバーでロックをし、エンジンを止めるかアイドリング
状態にする。

③運転者は重機を停止したことを確認し、グーの手を掲げて立ち入ってよいことを立入者に伝える。
※グーの手を上げることで操作レバーから手を離し、誤動作を防ぐ。

④グーの合図を確認後、立入者は作業エリアに立ち入る。
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４．　交通事故の防止

４．１　作業所実施項目：管理面

ａ）交通管理体制の確立
ｂ）若年齢層社員及び作業員への交通安全教育の徹底
ｃ）加害交通事故・交通違反を起こした者に対する「ドライブレコーダーデータ提出」と「安全運転
度診断」の実施

ｄ）施工計画時に危険マップ等を用いた交通保安対策の事前検討実施
ｅ）運搬等工事車両の運行経路の確認と経路環境への対策検討
ｆ）道路使用（占用）許可申請と許可条件に沿った作業計画の作成と周知
ｇ）工事に伴う交通影響の近隣住民等への事前説明・周知
ｈ）ドライブレコーダー設置の導入推進
ｉ）ドライブレコーダー作動確認の指導
ｊ）社員に対するアルコールチェックの実施と記録及び協力会社への指導
ｋ）運転支援機能搭載車両の積極的な導入
ｌ）自転車運転者の保険加入（条例による）、乗車用ヘルメット着用の推奨

４．２　作業所実施項目：不安全状態・行動の排除

ａ）工事に伴う交通安全管理対策の実施
１）交通誘導員の配置による安全の確保
２）警察、道路管理者との事前協議
３）道路使用（占用）許可申請条件の遵守
４）歩行者への安全通路の確保
５）車両運行ルートの実態把握による安全運行の確保
６）傾斜面駐車時の輪止め（車止め）使用に対する指導と確認
７）工事関係標識、保安施設、広報板の設置
８）荷の適正な積載状況の確認
ｂ）日常・新規入場時における交通安全指導
１）交通ルールの遵守と交通マナーの実践
２）冬季等時節に合わせた交通安全指導
３）作業所周辺の交通状況を考慮した安全運転教育

４．３　協力会社及び当社従業員の実施項目：不安全状態・行動の排除

ａ）安全速度の遵守
１）道路状況に応じた安全速度での運転の実施
２）時間にゆとりを持った運転の実施
ｂ）一時停止・安全確認の徹底
１）「しっかり止まって、はっきり確認」の徹底
２）「かもしれない」の危険予測運転の徹底
３）駐車場での事故防止の徹底
４）歩行者、自転車の保護
ｃ）走行中の携帯電話等の使用（ながら運転）の禁止
ｄ）全座席シートベルトの着用徹底
ｅ）傾斜面駐車時の車止め使用の徹底
ｆ）定期点検、運行前点検の実施
ｇ）消耗部品の適時交換・修理の実施
ｈ）荷の適正な積載の徹底
ｉ）車両５Ｓの徹底
ｊ）ドライブレコーダーの作動状況の確認
ｋ）悪質・危険運転（あおり運転、飲酒運転、過労運転）の禁止
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５．　熱中症による労働災害防止

５．１　作業所実施項目：作業環境の改善等

ａ）作業場所への適度な日除け・通風設備の確保
ｂ）休憩所の設置
ｃ）身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備の設置

５．２　作業所実施項目：管理面

ａ）夏期災害防止強調期間での熱中症防止活動の強化
ｂ）作業員の作業内容毎に休憩時間を考慮した作業計画（特にコンクリート打設作業等）、単独作業
にならない作業計画の作成

ｃ）新規入場等における熱中症予防対策に関する教育の実施と既往歴の確認
ｄ）朝礼等作業開始前における、熱中症対策の確認及び塩分・水分の補給、休憩など必要事項の指導
ｅ）声かけによる作業員の健康状態把握と水分・塩分補給状況の確認
ｆ）WBGT値（暑さ指数）の早期把握と適切な対応
ｇ）熱中症予防に効果的な機器・用品、着衣等の準備

５．３　作業所実施項目：応急処置対応

ａ）緊急連絡体制及び救護対応の明確化と関係者への周知
ｂ）体調不良者を搬送する診療機関の事前把握
ｃ）症状が見られた作業員に対して応急処置と診療機関受診等適切な処置

５．４　協力会社実施項目：作業面

ａ）WBGT値、作業内容、作業環境及び体調を考慮した作業時間の設定と、人員の適正配置及びこ
まめな休憩の実施

ｂ）職長等による作業員の熱中症既往歴、服薬状況の把握と作業前・作業中・作業終了時の体調確認
ｃ）単独作業の禁止
ｄ）塩分・水分の適切な間隔での摂取と確認
ｅ）十分な睡眠・朝食摂取など規則正しい生活の指導と体調の正確な報告
ｆ）熱に対する順化期間を考慮した作業内容と人員配置
ｇ）発症自覚後の早期申出（ためらわない、我慢しない）を周知
ｈ）熱中症予防に効果的な機器・用品、着衣等の活用

５．５　協力会社実施項目：応急処置対応

ａ）作業所長等への速やかな報告
ｂ）症状に応じた応急処置の実施（医療機関での速やかな受診を含む）
ｃ）軽症者の応急処置の後は、一人にせず、容体の確認と報告
ｄ）軽症者の経過観察により、回復しない場合は医療機関での受診
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６．　健康に配慮した現場の改善

６．１　職業性疾病の防止

ａ）石綿による健康障害防止対策の実施
１）建築物石綿含有建材調査者講習修了者等による事前調査の実施、報告
２）建物等の解体・改修作業の事前調査、報告、掲示、及び周知
３）石綿障害予防規則に則った作業計画の作成、届出及び実施
４）作業主任者を選任し、作業方法決定と作業指揮、保護具の監視を実施
５）適正保護具の正しい着用と作業場所の隔離措置
６）作業従事者の６ヶ月以内の特殊健康診断の実施
ｂ）粉じんによる健康障害防止対策の実施（防じんマスク、換気装置等適正な使用）
ｃ）振動・騒音障害の防止対策の実施
ｄ）酸素欠乏・硫化水素中毒防止対策の実施（換気・点検・防毒マスク等の着用）
ｅ）特殊健康診断の実施と有所見者の２次検診の実施

６．２　化学物質による健康障害防止

ａ）SDS等「人体に及ぼす作用」の周知と情報の定期確認
ｂ）化学物質リスクアセスメントの実施、作業計画への反映と周知
１）リスクアセスメント結果等に係る記録作成し３年間保存
２）ばく露を最小限度化（ばく露を濃度基準値以下にする）
３）ばく露低減措置等の意見聴取、記録を作成し３年間保存
ｃ）計画に基づく適切な保護具等の使用
ｄ）必要な作業場所への換気装置の設置と使用
ｅ）必要な作業主任者の選任と職務等の掲示
ｆ）がん原性物質の作業記録の保存
ｇ）事業場内別容器保管時の措置の強化（小分け、移し替え時のラベル表示）
ｈ）衛生委員会付議事項の追加
ｉ）作業従事者の６ヶ月以内の特殊健康診断の実施
ｊ）金属アーク溶接作業時の溶接ヒュームに対する粉じん対策及びばく露防止対策の実施
１）適正保護具の選定と正しい着用
２）屋内作業場の毎日の床の清掃
３）毎回異なる場所で行う屋内作業場における、全体換気装置による換気または同等以上の装置を設置
４）特定化学物質作業主任者の選任と職務の掲示

６．３　心身健康の保持

ａ）新規入場時及び日常の健康状態の確認
ｂ）定期健康診断の受診と有所見者の２次検診、保健指導の実施	
ｃ）５Ｓと作業環境改善による衛生施設・設備の確保
ｄ）適正な受動喫煙対策の実施
ｅ）ストレスチェックによるメンタルヘルス不調者の早期発見と、ケアの実施
ｆ）４週８閉所、時間外労働削減へ向けた取組みの推進
ｇ）不自然な作業姿勢、無理な動作を軽減（腰痛予防）
ｈ）健康の保持推進活動、衛生教育等による健康意識向上

６．４　新型コロナウイルス等感染症防止対策

ａ）「建設業（建設現場）における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」令和５年３月
１３日改訂（日本建設業連合会）による対策の実施

ｂ）３つの密（密閉・密集・密接）の回避とその影響を緩和するための対策
ｃ）必要に応じたマスクの着用と、手洗い・消毒の実施
ｄ）現場入場者の健康確認と入場制限
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７．　公衆災害の発生防止

７．１　通行車両・通行人に対する対策

ａ）施工計画時及び計画変更時における公衆の立場に立った事前調査と保安計画の策定・周知と実施
ｂ）警察、道路管理者との事前協議の実施
ｃ）作業場所、気象に応じた公衆に対する保護設備の設置（立入禁止・安全通路の確保・通行人の転
倒防止・飛来落下防止等）及び道路解放時の通路整備

ｄ）現場状況に合わせた交通誘導員等の配置と連絡調整の実施
ｅ）現場状況に合わせた誘導員、監視員の配置
ｆ）夜間における照明設備等の整備

７．２　施設関係

ａ）埋設物調査・架空線事故防止チェックシートによる事前調査の実施
ｂ）事前調査にて不明確な箇所は、適正な試掘の実施
ｃ）重機等作業計画書等による工事施工時防護対策の決定と実施の徹底
ｄ）現場状況に合わせた監視員の配置と連絡調整の実施

８．　火災・爆発災害の防止

ａ）残火確認の確実な実施
ｂ）可燃性ガス等の容器・埋設物付近での火気・火花を伴う機械器具の使用禁止
ｃ）火気使用場所（特に溶接、切断作業）における可燃物の除去と火気養生の実施
ｄ）ガソリン携行缶への取扱いシールの貼付けと取扱い方法の周知
ｅ）危険物等の持込み、保管、取扱いの適切管理
ｆ）５Ｓによる放火、引火防止
ｇ）有効な消火器の適正配置と消火器表示
ｈ）避難訓練、消火訓練の実施
ｉ）避難通路の確保（通路に物を置かない）
ｊ）危険物の別容器保管時の措置（小分け、移し替え時のラベル表示）

９．　崩壊・倒壊による労働災害の防止

９．１　作業所実施項目

ａ）施工計画時及び計画変更時の地山等の事前調査と工法等の検討
ｂ）作業手順書による作業方法等の確認及び改善の指示
ｃ）土止め支保工、足場、型枠支保工組立図等の作成と協力会社への指導
ｄ）点検責任者による作業方法等の確認及び改善の指示
ｅ）小規模掘削工事における「土止め先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省）遵守と協力会
社への周知

ｆ）「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」（厚生労働省）に基づく作業計画の作
成

ｇ）掘削面の高さに応じ、作業主任者の選任と氏名・職務の掲示を指示
ｈ）点検を通じた発注者・調査設計者・施工者の地質の情報の共有
ｉ）斜面の点検者に対する安全教育の実施
ｊ）立入禁止区域の設定と表示
ｋ）気象条件等による作業中止と作業再開前の点検
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９．２　協力会社実施項目

ａ）作業手順書の作成・周知
ｂ）地山、土止め支保工、足場、型枠支保工等作業主任者の選任と直接の作業指示
ｃ）職長・安全衛生責任者による作業方法・手順等の適切な指示及び実施状況の点検、確認の実施
ｄ）小規模掘削工事における「土止め先行工法に関するガイドライン」の遵守
ｅ）「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」の遵守
ｆ）斜面の点検者に対する安全教育受講の促進
ｇ）職長・安全衛生責任者・作業主任者等適格者による安全点検（作業開始前・臨時）の実施
ｈ）地山及び仮設設備等の異常発見時の即時報告と是正
ｉ）崩壊・倒壊危険箇所への立入禁止措置の徹底

１０．　飛来・落下による労働災害の防止

ａ）施工計画時及び計画変更時における事前調査と工法等の事前検討
ｂ）作業手順書の周知と作業方法等の確認
ｃ）混在作業における作業間の連絡調整
ｄ）上下同時作業の禁止
ｅ）作業場所外への飛来・落下防止措置の実施
ｆ）立入禁止区域の設定と表示
ｇ）資材の整理整頓及び強風が予想される場合の緊結等指示と実施確認
ｈ）朝顔、メッシュシート、幅木等落下防護設備の設置
ｉ）物体の投下設備の設置と投下時の監視人の配置
ｊ）重量物取扱い作業時における安全な作業手順の遵守
ｋ）職長・安全衛生責任者等適格者による不良箇所の即時是正
ｌ）悪天候などによる作業中止の周知徹底と事後点検の実施
ｍ）飛散等の恐れがある作業は保護眼鏡の着用

１１．　機械・工具等による労働災害の防止

ａ）作業に応じた適切な機械・工具の選定と正しい使い方の確認と周知
ｂ）運転・操作に必要な免許・資格の確認
ｃ）適切な保護具の点検・使用（保護メガネ、手袋、防じんマスク、甲プロテクター等）
ｄ）機械・工具の作動と安全装置の有効性を作業開始前に点検
ｅ）安全装置、カバー等の無効化禁止
ｆ）作業に必要な安全教育の実施

１２．　転倒災害の防止

１２．１　ハード面からの転倒対策

ａ）通路、作業場所の段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消
ｂ）５Ｓ活動による危険源の除去
ｃ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置
ｄ）危険箇所の標示等、「見える化」の実施
ｅ）冬期間の通路と作業場所の除雪、融雪、凍結防止の実施
ｆ）つまずき、すべりにくい履物を着用
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１２．２　ソフト面（行動、管理面）からの転倒対策

ａ）時間に余裕を持った行動
ｂ）すべりやすい場所では小さな歩幅でゆっくり歩行する
ｃ）ポケットに手を入れないで歩行する
ｄ）転倒災害防止月間での取組み強化
ｅ）転倒災害防止に関する教育・KY活動の実施

１３．　高齢者による労働災害の防止

ａ）「高齢者就業報告書」（65歳以上）の提出による作業内容の確認と指導
ｂ）新規入場時及び日常の健康状態の把握（既往症）
ｃ）新規入場者教育時、高齢者への安全教育の実施
ｄ）高齢者の配置に関する指導及び配慮
１）高所作業・重量物の取扱い等への適正確認
２）作業内容を明確にし、具体的に指示
３）夜間作業への従事を極力減らす
４）一人作業を極力減らす
５）身体機能の低下による災害事例やヒヤリハット事例から対策の洗い出し
ｅ）高齢者に配慮した作業方法・作業環境の整備
１）作業ペースと作業時間・休憩頻度
２）作業箇所・通路の適切な照度
３）段差・傾斜・濡れ・凍結等つまずきの原因を解消し、解消が困難なときは標示による注意喚起
４）重機周辺作業での接触防止対策の実施
５）不自然な作業姿勢、無理な動作を軽減
ｆ）暑熱・寒冷環境下での頻繁な健康状態の確認・休憩

１４．　年少者・未熟練者による労働災害の防止

ａ）雇い入れ時教育に対する指導・援助
ｂ）「年少者就労報告書」による確認と指導
ｃ）年少者・未熟練者に配慮した教育の実施と適正配置に対する配慮
ｄ）必要な資格等の確認と取得に際しての配慮
ｅ）職長・安全衛生責任者等による作業中の指導・援助
ｆ）上長や先輩に相談しやすい環境作りに努める

１５．　外国人労働者等による労働災害の防止

ａ）外国人労働者の在留資格については、「資格等の一覧表」に従った入場前の必要事項確認の実施
ｂ）「特定技能外国人等　建設現場入場届出書」、又は「外国人技能実習生　建設現場入場許可申請書」
による確認と指導

ｃ）技能実習生の場合、技能実習指導員の現場常駐を確認
ｄ）日本語能力が現場での安全確保に十分であるか（最低限の安全指示や安全看板の理解度）を確認
ｅ）外国人労働者に対する教育テキスト（厚生労働省）等を用いた送り出し教育の実施
ｆ）注意標識等の視覚を用いた、危険箇所の注意喚起（建災防統一安全標識の活用）
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１６．　感電災害・電気事故の防止
ａ）感電災害防止対策の実施
１）高圧架空線等に近接して作業する際の感電防止
①工事開始前の調査及び計画の策定
②安全な離隔距離の確保と作業方法の指示
③送・配電線の防護
④「高圧線注意」等の注意標識を表示
２）移動式電動機械器具、可搬式電動機械器具、アーク溶接機による感電防止
①作業開始前点検と異常時の補修又は取り替え
②絶縁用保護具の使用
③漏電しゃ断装置、アースの設置
④発汗による感電事故防止対策の実施

ｂ）電気火災事故防止対策の実施
１）仮設電気設備維持管理体制の確立
２）仮設電気設備点検体制の確立

１７．　海上・河川付近での事故防止

ａ）救命胴衣の完全着用
ｂ）海象、気象情報の早期把握と早めの退避
ｃ）船舶使用条件の確認
ｄ）関係官庁との事前協議の実施

１８．　鉄道関連工事（営業線近接工事等）の事故防止

ａ）営業線工事保安関係標準仕様書の遵守
ｂ）関係者との十分な事前協議の実施と指示内容の遵守による作業
ｃ）請負工事等触車事故防止マニュアルの遵守
ｄ）跡確認マニュアルの遵守
ｅ）鉄道工事従事者への安全教育の実施

１９．　悪天候による労働災害の防止

ａ）気象情報の早期把握と作業中止を含む適切な対応
ｂ）作業再開前の臨時点検の実施
ｃ）降雪地の雪崩、屋根等高所からの落雪による災害防止対策の実施
ｄ）降雨・降雪・凍結による転倒等労働災害防止対策の実施

〈参　考〉

悪天候等の種類 作	業	中	止	基	準

強風とは？ 10分間の平均風速が毎秒10ｍ以上の風

大雨とは？ １回の降雨量が50㎜以上の雨

大雪とは？ １回の降雪量が25㎝以上の雪

暴風とは？ 瞬間風速が毎秒30ｍを超える風

中震以上の地震とは？ 震度４以上の地震
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墜落・転落災害防止に関するガイドライン（㈱植木組）
平成16年４月制定
平成21年６月改訂
平成27年７月改訂
平成31年３月改訂
令和元年10月改訂
令和３年３月改訂

◎　趣旨
　作業足場や作業構台及び仮設通路等の組立・解体作業はもとより、その使用にあたり墜落・転落災害
の発生を防止するために、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の改正と業界団体の安全基準を鑑みて、
今後より一層の安全施工基準の向上を図るために、当社施工の標準的工事（作業）における「墜落・転
落災害」防止の基準である『墜落・転落災害防止に関するガイドライン』を定めた。

※　法令規則による箇所は条項を記入し、当社の基準には下線を記している。

【Ⅰ　管理的事項】
１　事前検討
事前審査等工事着手前に、各作業工程に応じて生ずる「墜落・転落危険有害要因」の抽出及びそれに対
する必要な措置を検討し、対策を講ずる。
なお、手すり等を一時的に取り外す場合の具体的な墜落防止対策についても検討の対象とする。
２　計画の作成
上記１の検討結果に基づき施工計画書(安全衛生管理計画書)、足場の組立・解体図等で具体的措置を計
画し、それに基づき対策を実施する。
足場の組立図は、墜落防止設備の設置や建地と床材の隙間寸法確認や足場の点検等が的確に実施される
ように、その高さによらず作成し、組立作業に着手する前に関係労働者に周知する。
３　作業打合せ
安全作業打合せにおいては、変化する作業に伴い生ずる「墜落・転落危険有害要因」を検討し、それに
対する具体的防護措置の周知と履行状況を確認する。
４　作業中の管理
⑴　作業主任者は、墜落制止用器具（以下「安全帯」と記載）等・保護具の適正使用状況を監視し必要
な指示を行う。（安衛則566条）

⑵　職長は、作業手順書に基づく作業状況を確認し必要な指導を行うとともに、防護設備の不備等を把
握したときは、必要な措置をとる。

⑶　作業所長は、現場巡視により問題事項を早期に把握して必要な指示指導を行う。

【Ⅱ　墜落危険箇所の防護措置】
１　足場・作業構台及び架設通路
⑴　共通事項
①　足場と躯体間の間隔が30cm以上の場合は、足場と躯体との間に水平に張った網（以下「防網」
という。）又はブラケット等による作業床を設置する｡

②　昇降用の階段部（階段と布わく板との間の開口部）には、階段手すり枠を設置する。
③　足場の作業床と建物内部との連絡通路は次により設置する。
ア　幅は40cm以上とする。（安衛則563条）
イ　高さ90cm以上の手すりを設けることに加え、中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）を設
ける。（安衛則552条）
※　労働安全衛生法では、「高さ85cm以上の手すり」であるが、植木組では、90cm以上としてい
る。以降の手すりの高さについても同様。（仮設工業会、建設業労働災害防止協会	90cm以上
を奨励）

ウ　勾配がある場合は滑り止めを設置（高低差が大きいときは階段を設置）する。（安衛則552条）
④　作業床の最大積載荷重を定め、これを超えて積載しない。又、作業員に周知するため表示する。（安
衛則562条）

⑵　わく組足場（安衛則563条）
①　原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づき組立・解体を行う。
※　平成15年４月制定：平成21年４月24日改正（厚生労働省）
②　作業床の幅は40cm以上とする。
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③　床材間の隙間は、３cm以下とする。
④　床材と建地の隙間は12cm未満とする。
⑤　妻側の小口止めは、高さ90cm以上の手すりを設けることに加え、中さん等（高さ35㎝以上50㎝
以下のさん）」を設ける。

⑥　「交さ筋かい」に加え、「高さ15㎝以上40㎝以下の位置に下さん」を設置するか、「高さ15㎝以上
の幅木の設置」あるいは、「手すり枠」を設ける。

⑦　高さ10㎝以上の幅木、メッシュシート、防網の、いずれかを設けて物体落下防止措置をする。た
だし「高さ15㎝以上の幅木の設置」がある場合は、墜落防止措置と措物体落下防止措置を兼ねる
ことが出来る。

⑶　わく組足場以外の足場（単管足場等）（安衛則563条）
①　作業床には､「高さ90㎝以上の手すり等」に加え、中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）を
設ける。

②　高さ10㎝以上の幅木、メッシュシート、防網のいずれかを設けて、物体の落下防止措置をする。
③　床材と建地の隙間は12cm未満とする。

⑷　作業構台（荷上げ構台・乗入れ構台等）、架設通路
①　作業床には､「高さ90㎝以上の手すり等」に加え中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）を設
ける。（安衛則575条の６）

②　作業床には、「高さ10㎝以上の幅木」を設ける。（足場の構面外部にメッシュシートを設ける場
合を除く。）

③　原則として手すり及び幅木は建地の内側に取付ける。

⑸　足場の組立て等の作業（安衛則564条）
①　組立て、解体又は、変更の時期、範囲及び順序を作業員に周知する。
②　組立て、解体又は、変更の作業を行う区域内は、関係者以外立入禁止とする。
③　適切な墜落・転落防止設備がない場合、安全帯を安全に取り付けるための設備を設け、安全帯を
使用させること。

⑹　安全点検（日常始業前点検）
①　足場等を使用して作業を行う事業者の職長及び当社は、作業開始前の足場（吊り足場以外）・作
業構台・架設通路の、墜落防止設備の取り外し又は脱落の有無を点検し、異常を認めた時は直ち
に補修する。（安衛則567条）

②　吊り足場を使用して作業を行う事業者の職長等及び当社は、作業を開始する前に､墜落防止設備、
物体の落下防止設備、構造部分及び構成部材について点検し、異常を認めた時は直ちに補修する。
（安衛則568条）

③　足場等を使用して作業を行う事業者及び当社は、点検結果と異常を認めた時の措置内容を記録し、
その請け負った工事が終了するまで保存する。

⑺　悪天候若しくは中震以上の地震発生時後、又は足場の組立・一部解体・変更後（以下「悪天候後等」
と記載）の措置（作業構台を含む）（安衛則567条）
①　足場を使用して作業を行う事業者及び注文者（元方事業者等)は、「悪天候後等」において、墜落
防止設備（及び倒壊防止、飛来落下物防止設備部分）を点検し、異常を認めた時は速やかに補修
を行う｡

②　足場を使用して作業を行う事業者及び注文者（元方事業者等）は、「悪天候後等」の点検結果と
異常を認めた時の措置内容を工事日誌等に記録し、各々の当該工事が終了するまで保存する。

２　開口部
⑴　小さな開口部（床下点検口、材料荷揚げ用ダメ穴等で概ね一辺が1.2ｍ以下のもの）
①　常時使用しない箇所は、はっきり明示（「開口部注意、深さ○ｍ」等の見える化）した専用の蓋
を設けて塞ぐ。

②　蓋は、丈夫な材料を使用し、裏面には開口の大きさに合わせたさん木等を取付けて蓋のずれ防止
をする。

⑵　大きな開口部（エレベーターシャフト、ダクト・パイプシャフト、マシンハッチ、内部階段等）
①　開口部の周囲に、「高さ90㎝以上の手すり等」に加え､ 中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）
を設ける。なお、上部に開口部がある最下層では、柵で囲い「立入禁止」の明示をする。（安衛
則519条）

②　高さ10㎝以上の幅木を設ける。
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③　可能な限り安全ネットを設ける。	（安衛則519条）
④　当該箇所から荷揚げする必要がある場合は、作業員が使用する安全帯使用の為の設備を設けると
ともに、十分な照明を確保する。（安衛則521・523条）

３　スラブの端部（外部に足場がない場合）
①　「高さ90㎝以上の手すり等」に加え、中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）を設ける。（高さ
10㎝以上の幅木を設ける）

②　作業の性質上、①によることが困難な場合は、立入禁止措置として端部から１ｍ以上離れた位置に
高さ90cm程度のロープ・単管バリケード等を設置し、併せて「立入禁止」の表示を取り付ける。

③　やむを得ず①又は②の外側で作業する場合は、必ず安全帯を使用できる設備を設ける。（安衛則
521条）

４　勾配が40度以上の法肩、高さ２ｍ以上の路肩（通路として使用する場合）、深さ２ｍ以上の掘削箇所
等の端部
①　「高さ90㎝以上の手すり等」に加え､ 中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）を設ける。
②　作業の性質上、①によることが困難な場合は、立入禁止措置として端部から１ｍ程度離れた位置に
高さ90cm程度のロープ、単管バリケード等を設置し、併せて「立入禁止」の表示を取り付ける。

【Ⅲ　墜落・転落防止に関連する個別基準】
１　移動式足場の設置基準
①　高さの限度と構造は､「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」による。
※　昭和50年10月制定（厚生労働省技術上の指針公示）
②　高さ４ｍ以上の昇降には、原則として安全ブロックを設置する。
③　高さ10㎝以上の幅木を設ける。
④　移動時は次に注意する。
ア　作業員が乗ったまま移動しない。
イ　作業床上の材料が落下するおそれがある状態で移動しない。
ウ　移動には十分人員を配置し、たえず前方を注意し転倒を防止する。
⑤　移動式足場の安定性が確認されない限り、枠外に張り出した昇降路の設置とその使用を禁止する。
（安定性の確認方法は①の指針による）

２　移動はしごの使用基準
①　原則として「昇降用」としての使用に限定する。
②　（ごく短時間である等）やむを得ず「作業用」として使用する必要がある時は、作業所長の許可制とし、
許可の場合でも必ず２人作業とする。

３　脚立の使用基準
①　脚立の単独使用は原則禁止とする。「単独使用」とは、脚立を他の脚立、足場板と組合わせること
をせず、単独で使用して作業を行うことを指す。

②　適切な作業床が確保できる可搬式作業台、ローリングタワー等による作業が不可能である場合は、
「脚立の単独使用許可申請及び誓約書」（以下「申請・誓約書」という）を現場代理人（所長）に提
出し、その許可により脚立を単独使用することが出来る。（協力会社提出書類の提出による）

③　現場代理人（所長）は申請書の作業内容を確認し、許可を行う場合は、申請・誓約書に捺印の上保管し、
許可を証する「脚立の単独使用許可証」（ステッカー）を配布する。申請者は脚立の単独使用許可証（ス
テッカー）を脚立に貼り付けてから使用する。但し、脚立足場の足場板の受け台として使用する脚
立においては、脚立の単独使用許可証（ステッカー）の貼り付けは除外する。

④　パイプ脚立はその持込を許可しない。
⑤　脚立は、仮設工業会、製品安全協会、軽金属製品協会、日本工業規格のいずれかの認定規格を満た
すものとする。

⑥　足場板の敷き並べをする場合の基本は３点支持とする。２点支持の場合で、支点間距離が180cm程
度以上となる場合は２枚重ねとし、それをゴムバンドで固定する。（安衛則第563条４項１号）

⑦　脚立足場における足場板の突き出しは10cm以上20cm以下、長手方向の重ね長さは20cm以上として
ゴムバンドで固定する（安衛則第563条４項１号）

⑧　他の使用基準は「申請・誓約書」の誓約事項の２による。

４　安全ネット及び水平ネットの設置
①　安全ネット及び水平ネットの取付けは、「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全
基準に関する技術上の指針」に基づき行う。
※　昭和51年８月６日	技術上の指針公示第８号（厚生労働省）
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５　昇降設備の設置基準
①　高さ1.5ｍ以上の箇所を上下する必要がある場合は､ 安全・安定した昇降設備を設ける。（安衛則
526条）

②　階段設置の場合は、高さ90㎝以上の手すり及び中さん等（高さ35㎝以上50㎝以下のさん）を設ける。
（わく組足場の昇降階段を除く。）

③　幅90㎝以上のわく組足場は片側手すりと階段手すり枠を設ける。
④　長さ４ｍ以上の固定はしごを設置の場合は、固定するとともに安全ブロックを取付ける。

６　高所作業車による作業
①　作業床上では安全帯を使用する。（安衛則194条の22）

７　杭打ち機など移動式機械設備の高所（運転席を除く）又は構造物天端における短時間臨時作業（但し、
高所作業車を使用して作業を行う場合は、上記６による。）
①　作業指揮者を指名し、その指揮の下に作業を行う。
②　安全帯の取付け可能な箇所を確保し、原則として安全帯を使用する。

【Ⅳ　その他】
１　防護設備を一時取り外す時の墜落防止措置について
①　墜落・転落防止用に設置した、「囲い，手すり，柵，覆い」等の防護設備を、やむを得ず取りはず
す場合は、作業所長の許可を得てからとし、作業終了後は直ちに復旧し、作業所長に報告する。

②　作業所長は、取りはずす防護設備に替わる墜落・転落防止措置（安全帯取付設備、安全帯の使用等）
が、確実に行われることを確認した後に許可する。

③　当該作業中は、その周囲に「立入禁止」を明示し、トラロープ等により「関係者以外の立入を禁止」
する。

２　親綱について
①　親綱は、墜落危険箇所に手すり等を設置することが困難な場合や手すり等を一時的に取りはずして
作業を行う際に、安全帯を取り付けるための設備として設置するものである。
従って、手すり等の設置が可能であるのにそれを行わず、親綱の設置と安全帯の使用により作業を
行うことは禁止する。

②　親綱の支柱への取付け位置は、作業床より90㎝以上（腰高以上）200㎝以下の高さとする。
③　支柱のスパン（Ｌ）は、10ｍ以下、かつ、支柱を設置した作業床と、衝突のおそれのある床面等
との垂直距離（Ｈ）に応じて　Ｌ＝40×（Ｈ－４）／ 11　により算出した値以下とすること。
※　2019年12月12日「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器等」の認定基準及び使用基準の一部改正につ
いて（一般社団法人　仮設工業会）

④　その他、仮設工業会の「親綱支柱の構造等に関する技術基準」による。
※　平成15年８月31日発行：墜落防止設備に関する技術基準(仮設工業会)

３　保護具について
①　保護帽は、検定合格品の墜落時保護用を着用する。（安衛則539条）
②　高所作業時は、安全帯を着用し指定作業について必ず使用する。
なお、手すり等が設置されている箇所であっても、荷揚げ作業時には安全帯を使用して作業を行う。

③　鉄骨建て方作業は、安全帯の掛け替えが頻繁に行われ、その際には墜落の可能性が高い事から安全
帯の二丁掛け作業を基本とする。

注意事項
※　当社の基準には下線を記している
※　安衛則　＝　労働安全衛生規則
※　クレーン則　＝　クレーン規則
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さぁー、仕事を始める前に、
　作業場所を見て、次のことを自分に聞いてみよう!!

　1. 落ちないか
　2. ぶつからないか
　3. はさまれないか
　4. 巻き込まれないか
　5. 落ちてこないか
　6. 崩れないか
　7. 倒れないか
　8. はずれないか
　9. 切れないか
10. すべらないか
11. 飛び出してこないか
12. つまずかないか(転倒しないか)
13. ムリはないか(腰痛にならないか)
14. 熱く(暑く)ないか(火傷、熱中症にならないか)
15. ほかに危ないところはないか

参考　自問自答カード



植木組ホームページ（http://www.uekigumi.co.jp/)の
「協力会社提出書類」から必要な安全管理書類がダウンロードできます。

※作業所の安全衛生計画策定の際は「具体的労働災害防止対策」も参考にして下さい。


